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気象警報等が発表された場合の対応について（お知らせ） 

 近年の異常気象や災害等の発生を踏まえ、標記のことについて、次のとおりとしますので

お知らせします。 

記 

１ 臨時休校 

網走西部（佐呂間町を含む地域）に、気象等に関する特別警報（大雨〔土砂災害、浸水 

等〕、暴風、暴風雪、大雪等）又は津波、火山噴火、地震に関する特別警報が発表された場 

合は臨時休校とします。学校からご家庭への連絡の有無によらず、命を守る行動をとって 

ください。 

 

２ 自宅待機 

天候や道路状況等は地域によって異なります。ご家庭で通学が困難であると判断した場 

合は、安全確保を最優先に判断し、無理をせず自宅待機としてください。 

 

３ 確認事項 

 (1) 臨時休校、時間を繰り下げて登校する場合は、学級連絡網、本校のホームページのい 

ずれかにより連絡します。電話回線が混雑することが予想されますので、学校への電話 

は極力控えてください。 

 (2) 登校後に臨時休校とする場合は、安全を確認し、下校させることになります。 

 (3) 午前６時 30分までに特別警報が解除され、自宅待機の必要がない場合は、通常どお 

り登校してください。通常の授業を行います。 

 (4) 自宅待機とした場合は、ご家庭から学校（担任等）に連絡してください。 

    ※この場合は通常の欠席ではなく、非常変災等による出席停止（校長が出席しなくて 

もよいと認めた日時数）の扱いとなります。 

 (5) 自宅待機とした後、特別警報、警報等が解除されるなど天候等の状況が回復し、ご家 

庭で通学が可能であると判断され、授業等に出席できる時間帯である場合は、登校して 

ください。 

(6) 保護者による送迎は危険回避を最優先とし、状況を十分に考慮して判断してください。 

 (7) 臨時休校とした場合は、長期休業日、週休日等を登校日とし、相当日時数分の補充授 

業を行う場合があります。 

 (8) 自宅待機とした場合は、個別に補充授業を行う場合があります。 

 

４ その他 

  ご不明な点は、学校（担当：教頭 2-3653）までお問い合わせください。 


